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当社保育施設の⾃⼰評価⽅針

当社では法令に則り⾃社運営の保育施設に対して、提供する保育の質を向上させていくための仕組みとして⾃⼰評価を定
期的に⾏うことにしています。
保育施設に関わる関係者（保育⼠等、保護者、外部関係機関等）の多⾓的な視点によるフィードバックを通して、継続的
に保育内容等の評価を⾏い、⼦どもの豊かで健やかな育ちに資する「保育の質」の確保と継続的な向上を図っていきます。

保育⼠⾃⾝の⼦どもへの関わり、保育
記録等を通して、保育⼠⾃⾝の保育内
容の評価
★保育⼠等の⾃⼰評価表
★虐待防⽌のガイドライン
★保育者⼼得

３．保護者からの評価

お預かりしている保護者から、⽇々の
保育内容を通して保育内容を評価
★運営委員会
★保護者会、懇談会
★苦情受付

１．保育⼠⾃⾝の評価 ２．保育⼠等による施設評価

保育⼠⾃⾝の評価に加え、
⽇々の保育記録等を通し
て、⾃園を評価
★保育⼠等による保育所
⾃⼰評価

４．監督官庁からの評価

施設を監督している千葉県
および流⼭市・柏市による
施設監査を通して評価
★実地監査

５．第三者による評価

第三者評価期間お
よび地域有識者か
らの評価
★第三者評価
※概ね５年に１度

６．施設としての⾃⼰評価

保育施設に関わる関係者から
の多⾓的な評価をもとに、当
該施設の責任者が⾃⼰評価を
実施
★保育所⾃⼰評価表

７．情報公開、施設内共有・改善

保育所⾃⼰評価表をWebサイト等で
公開するとともに、評価内容を施設内
に共有し今後の改善点に活かしていき
ます。


